
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内           
向暑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引⽴て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします。 

いよいよ身近に 

遠い世界のことだと思っていたことが身近に感じられることが増えてきました。第 5
波までは他人事のように感じていたコロナも、オミクロンの頃から一気に周囲に蔓延
し家族や友人、同僚や知人にも広がって、さすがに他人事ではなくなってきました。
コロナではありませんが、LGBT も身近になってきました。⾃動⾞保険の補償対象とな
る運転者を限定するものに、本人・配偶者限定があります。この「本人・配偶者限
定」は同性のパートナーにも適用できるのか︖というお問合せも入ってきています。 

労働環境問題 
この４月から施⾏された法改正の一つにハラスメント防止法があります。ハラスメン
トや労働環境の問題は、今までも身近なものと思えていましたし、日々たくさんの事
例が情報として伝わってきています。今年に入ってからは、実際に労基署や⼼療内科
の受診に関するご相談を受けることがあり、労働環境問題がさらに身近になってきた
と思わざるを得ません。あるいは、糖尿病で足を切断する場合があるということ、知
識としては知っていましたが、実際に身近な方にも起きてしまいました。当然、今ま
で通り働けなくなってしまったのですが、会社が社員を対象に収入保障保険に加入し
ていたことで、８桁を超えるの保険⾦がお支払い出来ることとなり、従業員ご本人は
もちろん、会社にも大きなメリットがあったということも身近な最近の事例です。 

サイバーセキュリティー問題 
４月から個人情報保護法も改正されました。取引先のアドレスから届いたメールがウ
イルスに感染していた場合、開く前に気付けますか︖偽のメールは、本物のメールを
コピーして本物と同じ⾒た目で送られてきますが、添付ファイルを開いたら感染しま
す。感染すると、その PC にあるアドレス帳の全員をあて先にして、また同じメールを
送信します。また、ウイルスはＰＣからどんな情報を抜き取っているかわかりませ
ん。ご⾃身の携帯宛にも届く多くの不快なメールも進化しているように感じません
か︖⾊々な予期せぬ問題は、どんどん身近に迫ってきています。事前に対策すること
で被害を最小限にすることができます。いろいろな事例を含め情報提供いたしますの
で、お気軽にお尋ねください。では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

最近、自動車保険の更改でドライブ

レコーダー付のタイプを選択頂くこと

が増えました。今までもご案内してき

ていたのですが、「考えておく」という

お答えだった方が、そろそろ必要だ

と感じて来たようにお見受けします。 

２年前は一日中マスクして息苦しさ

を感じていましたが、最近ではすっ

かり慣れてきました。新しい行動様

式もすっかり定着してきたように感じ

ます。ここまで大きく日常が変わると

は。すぐには難しいことも、時間があ

れば案外受け入れられるものです。 

不要不急の外出を控えるようになっ

てきましたが、もうすぐ始まる GW

は久しぶりに何の制約もありませ

ん。自由に旅行にも出掛けられるは

ずですが、全国的な人の動きはどう

なるのでしょうか？ 

様々なことが身近になってきました

が、まさか戦争までもが身近になる

とは。コロナ禍に加えて、為替や物

価など経済的にも大きな変化の波

が来ています。きっとこの波も受け

入れて普通になるのでしょう。今まで

の日常が今後も普通とは限りませ

ん。身近になったリスクには早めに

対処が必要です。申し訳なく思うの

ですが、必要になってからでは遅い

ということが多いのです。（浅井） 

料金別納郵便 
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経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

ワン
ポイント

5月 （皐月）MAY

日 月 火 水 木 金 土

◆  5月の税務と労務

5 2022（令和4年）

申請による換価の猶予　国税を一時に納付すると事業の継続又は生活の維持が困難な
場合、「申請による換価の猶予」を利用できる場合があります。その国税の納期限から半
年以内に所轄税務署長に申請を行い認められると、原則1年間に限り納税が猶予されます。
また、その間の延滞税の軽減や、財産の差押えが猶予されます。

国　税／ 4月分源泉所得税の納付 5月10日
国　税／ 3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 5月31日
国　税／ 9月決算法人の中間申告 5月31日
国　税／ 6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 5月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合） 5月31日
国　税／ 確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付 5月31日
国　税／ 特別農業所得者の承認申請 5月16日

地方税／ 自動車税・鉱区税の納付 
 都道府県の条例で定める日
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5 月号─2

　
今
年
４
月
１
日
、「
改
正
個
人
情

報
保
護
法
」が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
６
つ
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
企
業
が

注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

個
人
情
報
保
護
法
の
概
要
と

 

改
正
の
背
景

　
２
０
０
５
年
４
月
、
個
人
情
報
保

護
の
必
要
性
の
高
ま
り
か
ら
、「
個

人
情
報
保
護
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。

　
２
０
１
５
年
に
改
正
さ
れ
た
個
人

情
報
保
護
法
で
は
、
国
際
的
な
動
向

や
技
術
進
歩
を
反
映
し
て
３
年
ご
と

に
実
態
に
沿
っ
た
内
容
に
見
直
し
を

行
う
こ
と
が
規
定
と
し
て
盛
り
込
ま

れ
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は
こ
の
規

定
に
基
づ
く
初
め
て
の
法
改
正
で

す
。「
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
」、

「
情
報
活
用
の
強
化
」、「
A
I
・
ビ

ッ
グ
デ
ー
タ
へ
の
対
応
」
な
ど
を
目

的
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

改
正
個
人
情
報
保
護
法
の

 

６
つ
の
変
更
点

１
　
個
人
の
権
利
保
護
が
強
化
さ

れ
る

２
　
企
業
の
責
務
が
追
加
さ
れ
る

３
　
新
た
な
認
定
団
体
制
度
が
拡

張
さ
れ
る

４
　
デ
ー
タ
の
利
活
用
が
促
進
さ

れ
る

５
　
法
令
違
反
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が

強
化
さ
れ
る

６
　
外
国
の
事
業
者
へ
の
罰
則
が

追
加
さ
れ
る

　

ポ
イ
ン
ト
１
　

個
人
の
権
利
保
護
が
強

化
さ
れ
る

⑴
　
利
用
停
止
・
消
去
等
の
個
人
の

請
求
権
の
拡
充

　
こ
れ
ま
で
は
、
利
用
停
止
・
消
去
・

第
三
者
提
供
の
停
止
と
い
っ
た
請
求

権
を
個
人
が
行
使
で
き
る
の
は
、
法

違
反
が
証
明
で
き
る
場
合
に
限
定
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
後
は
法
違

反
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
個

人
の
権
利
や
利
害
が
害
さ
れ
て
い
る

場
合
、
個
人
情
報
の
停
止
や
情
報
削

除
の
請
求
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た（
30
条
）。

⑵
　
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
方
法

を
本
人
が
指
示
で
き
る
よ
う
に
す

る
　
こ
れ
ま
で
は
保
有
個
人
デ
ー
タ
の

開
示
は
原
則
書
面
に
よ
る
交
付
で
し

た
が
、
音
声
や
動
画
デ
ー
タ
が
保
有

個
人
デ
ー
タ
に
含
ま
れ
る
ケ
ー
ス
や

デ
ー
タ
量
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

改
正
後
は
保
有
個
人
デ
ー
タ
に
つ
い

て
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
含
め
本
人

が
開
示
方
法
を
指
示
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た（
28
条
）。

⑶
　
第
三
者
提
供
記
録
を
本
人
が
開

示
請
求
で
き
る
よ
う
に
す
る

　
こ
れ
ま
で
、第
三
者
提
供
記
録
は
、

本
人
に
よ
る
開
示
請
求
は
対
象
外
で

し
た
が
、
改
正
後
は
本
人
の
個
人
情

報
取
扱
事
業
者
に
対
す
る
個
人
情
報

の
第
三
者
提
供
記
録
を
開
示
請
求
の

対
象
に
し
ま
し
た（
28
条
５
項
）。

⑷
　
短
期
保
存
デ
ー
タ
を
開
示
、
利

用
停
止
な
ど
の
対
象
と
す
る

　
こ
れ
ま
で
短
期
保
存
デ
ー
タ
は
個

人
デ
ー
タ
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
改
正
後
は
６
か
月
以
内
に
消
去

さ
れ
る
短
期
保
存
デ
ー
タ
も
保
有
個

人
デ
ー
タ
に
含
め
る
よ
う
に
変
更
さ

れ
ま
し
た（
２
条
７
項
）。

⑸
　
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
規
定
に
つ
い
て

厳
格
化

　
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
規
定
と
は
、
提
供

す
る
個
人
デ
ー
タ
の
項
目
を
公
表
し

た
上
で
本
人
の
同
意
な
く
第
三
者
に

個
人
デ
ー
タ
を
提
供
で
き
る
制
度
の

こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
要
配
慮

個
人
情
報
の
み
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
に
よ

る
第
三
者
提
供
の
対
象
外
で
し
た

が
、
改
正
後
は
、
不
正
取
得
さ
れ
た

個
人
デ
ー
タ
や
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
規
定

で
提
供
さ
れ
た
個
人
デ
ー
タ
も
対
象

外
と
な
り
ま
す（
23
条
２
項
）。

　

ポ
イ
ン
ト
２
　

企
業
の
責
務
が
追
加
さ

れ
る

⑴
　
個
人
デ
ー
タ
漏
え
い
時
の
報
告

義
務

　
こ
れ
ま
で
は
、
個
人
デ
ー
タ
の
漏

え
い
発
生
時
、
個
人
情
報
保
護
委
員

会
へ
の
報
告
は
努
力
義
務
で
し
た

が
、
改
正
後
は
個
人
情
報
取
扱
事
業

者
に
対
し
、
報
告
義
務
及
び
本
人
に

対
す
る
通
知
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

（
22
条
の
２
、１
項
）。

個人情報保護法
改正において
企業が注意すべき
ポイント



3─5月号

⑵
　
不
適
正
利
用
の
禁
止

　
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
の
個
人
情
報
の
不
適
正

な
利
用
の
禁
止
義
務
が
明
文
化
さ
れ

ま
し
た
。
不
適
正
な
利
用
と
は
、
違

法
ま
た
は
不
当
な
行
為
を
助
長
し
、

ま
た
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
方

法
に
よ
る
利
用
を
指
し
ま
す
（
16
条

の
２
）。

　

ポ
イ
ン
ト
３
　

新
た
な
認
定
団
体
制
度

が
拡
張
さ
れ
る

　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
以
外
に

も
、
民
間
団
体
を
活
用
し
た
情
報
保

護
を
図
っ
て
お
り
、「
認
定
団
体
制

度
」を
設
け
て
い
ま
す
。改
正
に
よ
り
、

企
業
の
特
定
分
野
や
部
門
を
対
象
と

す
る
団
体
も
認
定
団
体
と
し
て
登
録

で
き
る
よ
う
に
な
り
認
定
団
体
制
度

が
拡
張
さ
れ
ま
し
た（
47
条
２
項
）。

　

ポ
イ
ン
ト
４
　

デ
ー
タ
の
利
活
用
が
促

進
さ
れ
る

⑴
　「
仮
名
加
工
情
報
」を
創
設
、
義

務
を
緩
和

　
こ
れ
ま
で
は
、
個
人
情
報
を
企
業

活
動
に
利
用
す
る
際
は
個
人
を
特
定

で
き
な
い
よ
う
に
加
工
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
規
定
が
あ
り
、
利
活
用
の

鈍
化
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
今

回
の
改
正
で
、
デ
ー
タ
利
用
と
活
用

促
進
の
た
め
、
個
人
情
報
の
氏
名
を

削
除
す
る
な
ど
し
て
仮
名
加
工
し
た

情
報
を
「
仮
名
加
工
情
報
」
と
新
た

に
定
義
し
、
利
用
に
条
件
を
つ
け
た

う
え
で
開
示
・
利
用
停
止
要
求
に
つ

い
て
個
人
情
報
ほ
ど
厳
密
な
取
扱
を

し
な
く
て
よ
い
と
義
務
が
緩
和
さ
れ

ま
し
た（
２
条
９
項
）。

⑵
　
提
供
先
で
の
個
人
デ
ー
タ
と
な

る
情
報
の
第
三
者
提
供

　
提
供
元
で
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
し

な
い
も
の
の
、
提
供
先
に
お
い
て
他

の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
容

易
に
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
情
報
（
個
人
関
連
情
報
）
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
規
制
の
対
象
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、改
正
後
、

個
人
関
連
情
報
を
第
三
者
提
供
す
る

場
合
、
提
供
元
が
提
供
先
に
対
し
て

本
人
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
等
を

確
認
す
る
義
務
が
新
設
さ
れ
ま
し
た

（
26
条
の
２
第
１
項
）。

　

ポ
イ
ン
ト
５
　

法
令
違
反
の
ペ
ナ
ル
テ

ィ
が
強
化
さ
れ
る

　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
か
ら
の
措

置
命
令
違
反
、
報
告
義
務
違
反
、
個

人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
不
正
流

用
を
し
た
法
人
及
び
個
人
に
対
す
る

罰
則
が
重
く
な
り
ま
し
た
（
83
条
、

85
条
、
87
条
）。
特
に
、
法
人
に
対

す
る
罰
金
刑
は
措
置
命
令
違
反
と
個

人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
不
正
流

用
に
つ
い
て
は
「
１
億
円
以
下
」
に

大
き
く
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ポ
イ
ン
ト
６
　

外
国
事
業
者
へ
の
罰
則

が
追
加
さ
れ
る

　
日
本
在
住
の
人
の
個
人
情
報
を
扱

う
外
国
事
業
者
も
、
報
告
徴
収
・
命

令
及
び
立
入
検
査
の
対
象
に
な
り
ま

す
（
75
条
）。
命
令
に
従
わ
な
い
場

合
に
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

企
業
が
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

　
改
正
に
伴
い
企
業
が
注
意
す
べ
き

点
は
、
次
の
項
目
と
な
り
ま
す
。

①
　
ま
ず
は
情
報
漏
え
い
さ
せ
な
い

体
制
づ
く
り
で
す
。
誰
が
ど
の
デ

ー
タ
に
対
し
何
を
行
っ
た
か
常
に

操
作
履
歴
を
取
得
、
問
題
操
作
が

あ
れ
ば
察
知
・
対
策
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
従
業
員
に
も
個
人
デ

ー
タ
の
適
正
な
取
扱
い
を
周
知
徹

底
す
る
と
と
も
に
適
切
な
教
育
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
　
こ
れ
ま
で
は
、
個
人
情
報
の
開

示
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
、
原
則

書
面
に
よ
る
回
答
の
交
付
で
し
た

が
、
今
回
の
改
正
で
請
求
者
本
人

の
選
択
に
よ
り
電
磁
的
記
録
デ
ー

タ
で
も
交
付
が
可
能
と
な
り
ま
し

た
。
企
業
は
開
示
請
求
を
受
け
た

際
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
や
P
D
F

な
ど
で
情
報
開
示
を
行
え
る
よ
う

準
備
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
個
人

情
報
の
第
三
者
提
供
及
び
受
領
時

に
つ
い
て
も
記
録
を
開
示
す
る
義

務
が
生
じ
ま
す
。
常
に
情
報
の
受

け
渡
し
履
歴
を
記
録
で
き
る
体
制

を
構
築
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

③
　
今
回
の
改
正
で
、
個
人
情
報
漏

え
い
時
に
個
人
情
報
保
護
委
員
会

と
本
人
へ
の
報
告
義
務
が
追
加
さ

れ
て
い
ま
す
。
義
務
と
し
て
報
告

が
発
生
す
る
の
は
ど
う
い
っ
た
ケ

ー
ス
か
専
門
家
に
相
談
し
な
が
ら

業
務
フ
ロ
ー
の
策
定
や
対
応
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
作
成
し
事
前
の
準
備
を

し
ま
し
ょ
う
。

④
　Cookie

情
報
と
そ
れ
に
紐
づ
く

閲
覧
履
歴
や
購
入
履
歴
な
ど
は
個

人
情
報
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
他
の

情
報
と
結
び
つ
い
て
個
人
を
特
定

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
に
利
用
目
的
を

明
記
し
て
本
人
に
同
意
を
得
る
よ

う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
い
ま
や
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
は
個
人

情
報
の
活
用
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
法

改
正
を
理
解
し
た
う
え
で
個
人
情
報

を
事
業
発
展
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。



5 月号─4

　
最
近
身
近
に
な
っ
て
き
た
税
務
ト

ラ
ブ
ル
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
伴
う
業
績
の
悪
化
な
ど

に
よ
る
企
業
の
役
員
給
与
に
関
す
る

も
の
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
そ
こ
で
、
役
員
給
与
関
係
で
重
要

性
の
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
以
下
、

取
り
上
げ
て
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理

し
て
み
ま
す
。

1

　役
員
給
与
の
取
り
扱
い

　
定
期
同
額
給
与
に
つ
い

て
、
役
員
２
人
の
う
ち
１
人

は
支
給
し
、
も
う
１
人
は
支
給
し
な

か
っ
た
場
合
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。

　
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
事
業
年
度
を
通

じ
て
毎
月
の
支
給
額
が
同
額
で
あ
る

定
期
同
額
給
与
で
あ
れ
、
支
給
時
期

や
支
給
額
を
事
前
に
届
け
出
る
事
前

確
定
届
出
給
与
で
あ
れ
、
事
前
に
確

定
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
額
が
実
際

に
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
そ
し
て
、
こ
の
額
は
各
役
員
別

に
具
体
的
に
確
定
し
て
い
る
こ
と
が

前
提
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
従
っ
て
、
支
給
し
な
か
っ
た
役
員

分
に
つ
い
て
の
み
損
金
不
算
入
と
な

り
ま
す
。　

Q
1
の
前
提
が
事
前
確
定

届
出
給
与
の
場
合
で
、
１
人

分
は
支
給
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
支

給
し
た
人
の
分
は
損
金
に
算
入
さ
れ

ま
す
か
。　

Q
１
の
回
答
と
同
様
に
役

員
に
つ
い
て
は
各
人
別
に
委

任
関
係
が
あ
り
、
債
務
が
確
定
し
て

い
る
と
の
立
場
か
ら
支
給
し
た
役
員

分
に
つ
い
て
は
他
の
役
員
と
関
係
な

く
損
金
と
さ
れ
ま
す
。

　
A
役
員
に
対
し
て
、
上
期

の
事
前
確
定
届
出
給
与
２
０

０
万
円
は
支
給
し
た
が
、
下
期
分
は

資
金
繰
り
の
都
合
で
2
0
0
万
円
に

対
し
て
1
0
0
万
円
の
み
支
給
し
た

場
合
に
上
期
分
も
損
金
不
算
入
と
な

り
ま
す
か
。

　
損
金
の
判
断
は
、
事
業
年

度
を
単
位
と
し
て
判
断
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
下
期
分
は

も
ち
ろ
ん
、
上
期
分
も
損
金
不
算
入

に
な
り
ま
す
。

　
定
期
同
額
給
与
に
つ
い

て
、
当
社
は
観
光
業
の
た
め

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
営
業
時
間

の
短
縮
や
従
業
員
の
出
勤
調
整
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
未
だ
見
通
し

の
立
た
な
い
中
で
特
に
従
業
員
の
雇

用
や
給
与
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

役
員
給
与
の
減
額
を
す
る
し
か
方
法

が
な
く
全
役
員
半
額
に
す
る
こ
と
を

検
討
し
て
い
ま
す
。
税
務
上
認
め
ら

れ
ま
す
か
。

　
法
人
税
の
取
扱
い
で
は
、

年
度
の
中
途
で
役
員
給
与
を

減
額
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
定
期

同
額
給
与
に
該
当
せ
ず
、
損
金
算
入

が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
貴
社
の
場
合
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
基
づ
く

こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
業
績
悪
化
改

定
事
由
に
よ
る
改
定
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
従
っ
て
、
改
定
前
に
定
額
で
支

給
し
た
役
員
給
与
と
改
定
後
に
定
額

で
支
給
す
る
役
員
給
与
は
、
そ
れ
ぞ

れ
定
期
同
額
給
与
に
該
当
し
、
損
金

算
入
さ
れ
ま
す
（
令
和
２
年
４
月
国

税
庁
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
ヘ
の
対
応
F
A
Q
参

照
）。

2

　役
員
へ
の
見
舞
金
等

　
自
動
車
運
転
教
習
所
を
営

む
法
人
で
す
が
、
会
社
の
役

員
及
び
従
業
員
全
員
を
対
象
と
し
た

傷
害
特
約
付
の
生
命
保
険
に
加
入
し

て
い
ま
す
。

　
当
期
の
う
ち
70
日
間
D
取
締
役

が
病
気
で
入
院
す
る
予
定
で
、
保
険

金
は
１
日
５
千
円
で
合
計
35
万
円
に

な
り
ま
す
。
社
内
規
定
で
は
、
そ
の

保
険
金
を
見
舞
金
と
し
て
、
入
院
者

に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

見
舞
金
を
全
額
福
利
厚
生
費
と
し
て

問
題
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
役
員
に
支
払
う
35
万
円
の

う
ち
、
社
会
通
念
上
の
見
舞

金
と
し
て
相
当
と
さ
れ
る
部
分
の
金

額
は
福
利
厚
生
費
と
し
て
損
金
に
算

入
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分

は
役
員
賞
与
と
な
り
、
損
金
算
入
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

　
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
事
前
確

定
し
て
い
る
も
の
を
除
き
損
金
不
算

入
の
考
え
方
が
法
人
税
で
あ
り
、
こ

こ
で
の
給
与
に
は
、
債
務
の
免
除
そ

法人の税務
トラブル
Q＆A

（役員給与関係）

Q 1 A

Q 2 A

Q 4 A  A

Q 3

Q  A



5─5月号

の
他
の
経
済
的
な
利
益
を
含
む
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う

な
も
の
が
入
り
ま
す
。

①
　
法
人
が
役
員
等
を
被
保
険
者
及

び
保
険
金
受
取
人
と
す
る
生
命
保

険
契
約
を
締
結
し
て
そ
の
保
険
料

の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
し

た
場
合
に
お
け
る
そ
の
負
担
し
た

保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額

②
　
役
員
等
に
対
し
て
物
品
そ
の
他

の
資
産
を
贈
与
し
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
資
産
の
価
額
に
相
当
す
る

金
額

③
　
役
員
等
に
対
し
て
所
有
資
産
を

低
い
価
額
で
譲
渡
し
た
場
合
に
お

け
る
そ
の
資
産
の
価
額
と
譲
渡
価

額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額

④
　
役
員
等
か
ら
高
い
価
額
で
資
産

を
買
い
入
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
資
産
の
価
額
と
買
入
価
額
と
の

差
額
に
相
当
す
る
金
額

⑤
　
役
員
等
に
対
し
て
有
す
る
債
権

を
放
棄
し
又
は
免
除
し
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
放
棄
し
又
は
免
除
し

た
債
権
の
額
に
相
当
す
る
金
額

⑥
　
役
員
等
か
ら
債
務
を
無
償
で
引

き
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
引

き
受
け
た
債
務
の
額
に
相
当
す
る

金
額

⑦
　
役
員
等
に
対
し
て
そ
の
居
住
の

用
に
供
す
る
土
地
又
は
家
屋
を
無

償
又
は
低
い
価
額
で
提
供
し
た
場

合
に
お
け
る
通
常
取
得
す
べ
き
賃

貸
料
の
額
と
実
際
徴
収
し
た
賃
貸

料
の
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金

額
⑧
　
役
員
等
に
対
し
て
金
銭
を
無
償

又
は
通
常
の
利
率
よ
り
も
低
い
利

率
で
貸
し
付
け
た
場
合
に
お
け
る

通
常
取
得
す
べ
き
利
率
に
よ
り
計

算
し
た
利
息
の
額
と
実
際
に
徴
収

し
た
利
息
の
額
と
の
差
額
に
相
当

す
る
金
額

⑨
　
役
員
等
に
対
し
て
無
償
又
は
低

い
対
価
で
⑦
及
び
⑧
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
用
役
の
提
供
を
し
た
場

合
に
お
け
る
通
常
そ
の
用
役
の
対

価
と
し
て
収
入
す
べ
き
金
額
と
実

際
に
収
入
し
た
対
価
の
額
と
の
差

額
に
相
当
す
る
金
額

⑩
　
役
員
等
に
対
し
て
機
密
費
、
接

待
費
、
交
際
費
、
旅
費
等
の
名
義

で
支
給
し
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の

法
人
の
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た

こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
も
の

⑪
　
役
員
等
の
た
め
に
個
人
的
費
用

を
負
担
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の

費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
額

⑫
　
役
員
等
が
社
交
団
体
等
の
会
員

と
な
る
た
め
又
は
会
員
と
な
っ
て

い
る
た
め
に
要
す
る
そ
の
社
交
団

体
の
入
会
金
、
経
常
会
費
そ
の
他

そ
の
社
交
団
体
の
運
営
の
た
め
に

要
す
る
費
用
で
そ
の
役
員
等
の
負

担
す
べ
き
も
の
を
法
人
が
負
担
し

た
場
合
に
お
け
る
そ
の
負
担
し
た

費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
額

　
な
お
、今
回
の
質
問
に
関
し
て
は
、

国
税
不
服
審
判
所
で
同
内
容
に
類
似

す
る
裁
決
と
し
て
、
見
舞
金
等
の
福

利
厚
生
費
の
規
定
が
あ
る
会
社
を
調

査
し
、
入
院
１
回
当
た
り
５
万
円
が

社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
金
額
の
上

限
だ
と
し
た
も
の
が
あ
り
、
同
様
に

考
え
る
と
30
万
円
は
役
員
賞
与
と
す

る
判
断
に
な
り
ま
す
。

3

　罰
科
金
の
処
理

　
役
員
及
び
従
業
員
が
行
っ

た
次
の
交
通
反
則
金
に
つ
い

て
負
担
し
て
い
ま
す
。

①
　
E
役
員
…
積
載
物
重
量
制
限
超

過（
６
割
超
過
）　
反
則
金
４
万
円

②
　
F
役
員
…
業
務
外
の
駐
車
違
反

　
反
則
金
１
万
８
千
円

③
　
G
従
業
員
…
業
務
外
の
ス
ピ
ー

ド
違
反
　
反
則
金
３
万
５
千
円

　
前
記
の
場
合
、
個
々
の
税
務
上
の

取
扱
い
は
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。

　
①
の
場
合
は
、
業
務
の
遂

行
上
の
行
為
に
よ
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
そ
の
支
払
っ
た
金
額
は

役
員
の
給
与
と
は
さ
れ
ず
、
通
常
は

租
税
公
課
等
で
経
理
処
理
さ
れ
た
の

ち
、
損
金
不
算
入
と
し
て
別
表
で
加

算
さ
れ
ま
す
。

　
②
の
場
合
は
、
役
員
の
業
務
外
の

行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
負
担
し
た

場
合
に
は
役
員
に
対
す
る
臨
時
的
な

給
与
と
な
り
、
事
前
確
定
届
出
給
与

に
該
当
し
な
い
た
め
、
役
員
賞
与
の

損
金
不
算
入
に
な
り
ま
す
。

　
③
の
場
合
は
、
従
業
員
の
業
務
外

の
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
会
社
が

負
担
し
た
場
合
に
は
、
従
業
員
に
対

す
る
賞
与
と
な
り
損
金
に
算
入
は
さ

れ
ま
す
が
、
給
与
所
得
と
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
の
で
、
源
泉
所
得
税
の
精

算
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
は

②
も
同
様
で
す
。

 A

Q 



5 月号─6

　
シ
フ
ト
制
に
よ
る
就
業
形
態
は
、

契
約
当
事
者
の
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
得
る
一
方
で
、
時
に
は
そ
の
運

用
を
め
ぐ
り
労
働
紛
争
が
発
生
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
令
和
４
年
１
月
７
日
に

厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
『
い
わ
ゆ

る
「
シ
フ
ト
制
」
に
よ
り
就
業
す
る

労
働
者
の
適
切
な
雇
用
管
理
を
行
う

た
め
の
留
意
事
項
』
の
う
ち
、
主
に

労
働
契
約
の
締
結
や
労
働
時
間
の
取

扱
い
に
関
す
る
運
用
上
の
留
意
点
に

つ
い
て
触
れ
ま
す
。

　
な
お
、
本
文
中
で
の「
シ
フ
ト
制
」

は
、あ
ら
か
じ
め
具
体
的
な
労
働
日
、

労
働
時
間
を
決
め
ず
、
シ
フ
ト
表
等

に
よ
り
柔
軟
に
労
働
日
、
労
働
時
間

が
決
ま
る
勤
務
形
態
を
指
し
、
い
わ

ゆ
る
交
替
勤
務
（
年
や
月
な
ど
の
一

定
期
間
に
お
け
る
労
働
日
数
や
労
働

時
間
数
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
上

で
、
就
業
規
則
等
に
定
め
ら
れ
た
勤

務
時
間
の
パ
タ
ー
ン
を
組
み
合
わ
せ

て
勤
務
す
る
形
態
）を
除
き
ま
す
。

一 

シ
フ
ト
制
採
用
の
現
況
等

㈠
　
現
況

　
人
手
不
足
や
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
、
季
節
的
な
需
要
の
繁
閑
へ

の
対
処
等
を
背
景
と
し
て
、
労
働
日

や
労
働
時
間
を
一
定
期
間
ご
と
に
調

整
し
、
特
定
す
る
よ
う
な
働
き
方
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、
労
働
契

約
の
締
結
時
点
で
は
労
働
日
や
労
働

時
間
を
確
定
的
に
定
め
ず
、
一
定
期

間
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
勤
務
割
や
勤

務
シ
フ
ト
な
ど
に
お
い
て
初
め
て
具

体
的
な
労
働
日
や
労
働
時
間
が
確
定

す
る
よ
う
な
形
態
が
取
ら
れ
て
い
ま

す
。

㈡
　
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

①
　
メ
リ
ッ
ト

　
　
そ
の
時
々
の
事
情
に
応
じ
て
柔

軟
に
労
働
日
・
労
働
時
間
を
設
定

で
き
ま
す
。

②
　
デ
メ
リ
ッ
ト

　
　
使
用
者
の
都
合
に
よ
り
、
労
働

日
が
ほ
と
ん
ど
設
定
さ
れ
な
か
っ

た
り
、
労
働
者
の
希
望
を
超
え
る

労
働
日
数
が
設
定
さ
れ
、
労
働
紛

争
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

二 

シ
フ
ト
制
労
働
契
約
に
関
す
る

 

留
意
事
項

㈠
　
労
働
契
約
の
締
結

①
　
労
働
条
件
の
明
示

　
　
シ
フ
ト
制
労
働
契
約
に
つ
い
て

も
、
労
働
契
約
の
締
結
時
に
労
働

基
準
法
所
定
の
事
項
を
明
示
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中

で
も
特
に
問
題
と
な
り
や
す
い「
始

業
及
び
終
業
の
時
刻
」
や
「
休
日
」

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

ａ
　
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

　
労
働
条
件
通
知
書
等
に
は
、
単

に
「
シ
フ
ト
に
よ
る
」
と
記
載
す

る
の
で
は
足
り
ず
、
労
働
日
ご
と

の
始
業
及
び
終
業
時
刻
を
明
記
す

る
か
、
原
則
的
な
始
業
及
び
終
業

時
刻
を
記
載
し
た
上
で
労
働
契
約

の
締
結
と
同
時
に
定
め
る
一
定
期

間
分
の
シ
フ
ト
表
等
を
あ
わ
せ
て

労
働
者
に
交
付
す
る
な
ど
の
対
応

が
必
要
で
す
。

　
ｂ
　
休
日

　
労
働
契
約
の
締
結
時
に
休
日
が

定
ま
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
を

明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
具
体
的
な
曜
日
等
が
確

定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
休
日
の

設
定
に
か
か
る
基
本
的
な
考
え
方

な
ど
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

②
　
就
業
規
則
へ
の
規
定

　
　
同
一
事
業
場
に
お
い
て
、
労
働

者
の
勤
務
態
様
、
職
種
等
に
よ
っ

て
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
や
休
日

が
異
な
る
場
合
に
は
、勤
務
態
様
、

職
種
等
の
別
ご
と
に
始
業
及
び
終

業
の
時
刻
等
を
規
定
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
　
シ
フ
ト
制
労
働
者
に
関
し
て
、

就
業
規
則
上
「
個
別
の
労
働
契
約

に
よ
る
」、「
シ
フ
ト
に
よ
る
」
と

の
記
載
の
み
に
と
ど
め
た
場
合
、

就
業
規
則
の
作
成
義
務
を
果
た
し

た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
基
本

と
な
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
や

休
日
を
定
め
た
上
で
、「
具
体
的

に
は
個
別
の
労
働
契
約
で
定
め

る
」、「
具
体
的
に
は
シ
フ
ト
に
よ

る
」
旨
を
定
め
る
こ
と
は
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。

③
　
労
働
契
約
に
定
め
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
事
項

シ
フ
ト
制

雇
用
管
理
の
留
意
事
項
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a
　
シ
フ
ト
作
成
・
変
更

　
　
使
用
者
及
び
労
働
者
双
方
の
立

場
か
ら
労
働
条
件
の
予
見
可
能
性

を
高
め
、
労
働
紛
争
を
防
止
す
る

と
い
う
観
点
か
ら
、
シ
フ
ト
制
労

働
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
使
用

者
が
一
方
的
に
シ
フ
ト
を
決
め
る

こ
と
は
望
ま
し
く
な
く
、
使
用
者

と
労
働
者
で
話
し
合
っ
て
シ
フ
ト

の
決
定
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め

て
お
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

〈
シ
フ
ト
作
成
ル
ー
ル
の
例
〉

・
シ
フ
ト
表
な
ど
の
作
成
に
当
た

り
、
事
前
に
労
働
者
の
意
見
を

聴
取

・
確
定
し
た
シ
フ
ト
表
な
ど
を
労

働
者
に
通
知
す
る
期
限
や
方
法

　〈
シ
フ
ト
変
更
ル
ー
ル
の
例
〉

・
シ
フ
ト
の
期
間
開
始
前
に
、
確

定
し
た
シ
フ
ト
表
な
ど
に
お
け

る
労
働
日
、
労
働
時
間
等
の
変

更
を
使
用
者
又
は
労
働
者
が
申

し
出
る
場
合
の
期
限
や
手
続

・
シ
フ
ト
の
期
間
開
始
後
に
、
使

用
者
又
は
労
働
者
の
都
合
で
、

確
定
し
た
シ
フ
ト
表
な
ど
に
お

け
る
労
働
日
、
労
働
時
間
等
を

変
更
す
る
場
合
の
期
限
や
手
続

b
　
労
働
日
、
労
働
時
間
な
ど
の

設
定

　
　
労
働
者
の
労
働
契
約
の
内
容
に

関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
そ

の
基
本
的
な
考
え
方
を
労
働
契
約

に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
取
り
決
め

て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
　
例
え
ば
、
労
働
者
の
希
望
に
応

じ
て
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ

ら
か
じ
め
使
用
者
と
労
働
者
で
話

し
合
っ
て
合
意
し
て
お
く
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

・
一
定
の
期
間
に
お
い
て
、
労
働

す
る
可
能
性
が
あ
る
最
大
の
日

数
、
時
間
数
、
時
間
帯（
例
：「
毎

週
月
、
水
、
金
曜
日
か
ら
勤
務

す
る
日
を
シ
フ
ト
で
指
定
す
る
」

な
ど
）

・
一
定
の
期
間
に
お
い
て
、
目
安

と
な
る
労
働
日
数
、
労
働
時
間

数
（
例
：「
１
か
月
○
日
程
度

勤
務
」、「
１
週
間
当
た
り
平
均

○
時
間
勤
務
」な
ど
）

　
　
こ
れ
ら
に
併
せ
る
等
し
て
、
一

定
の
期
間
に
お
い
て
最
低
限
労
働

す
る
日
数
、
時
間
数
な
ど
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
例
：「
１
か
月
○
日
以
上
勤
務
」、

「
少
な
く
と
も
毎
週
月
曜
日
は
シ

フ
ト
に
入
る
」な
ど
）

㈡ 

　
実
際
に
労
働
さ
せ
る
に
当
た
っ

て
の
労
働
時
間
等
の
扱
い

①
　
労
働
時
間

　
　
シ
フ
ト
制
労
働
者
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
１
日
８
時
間
以
内
、
１

週
40
時
間
以
内
の
法
定
労
働
時
間

を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
り
、
法
定

労
働
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る

場
合
や
法
定
休
日
に
労
働
さ
せ
る

場
合
は
、
労
使
協
定
（
36
協
定
）

を
締
結
し
、
労
働
基
準
監
督
署
に

届
け
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
　
休
憩

　
　
シ
フ
ト
制
労
働
者
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
労
働
時
間
が
６
時
間
を

超
え
る
場
合
は
少
な
く
と
も
45

分
、
８
時
間
を
超
え
る
場
合
は
少

な
く
と
も
１
時
間
の
休
憩
時
間
を

労
働
時
間
の
途
中
に
与
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

③
　
年
次
有
給
休
暇

　
　
シ
フ
ト
制
労
働
者
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
間
継
続
勤
務
し
、
全

労
働
日
の
８
割
以
上
出
勤
し
た
と

き
は
、
労
働
基
準
法
所
定
の
日
数

の
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
た
と
え
雇
用
契
約
の
契
約
期
間

が
６
か
月
未
満
で
あ
っ
て
も
、
契

約
が
更
新
さ
れ
て
６
か
月
以
上
に

及
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
６
か
月

間
継
続
勤
務
の
要
件
を
満
た
す
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
所
定
労
働
日
数
が
少
な

い
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
労
働
日

数
に
応
じ
た
日
数
分
の
年
次
有
給

休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

㈢
　
そ
の
他

①
　
解
雇

　
　
シ
フ
ト
制
労
働
者
と
「
期
間
の

定
め
が
あ
る
労
働
契
約
」
を
締
結

し
て
い
る
場
合
、
期
間
中
は
や
む

を
得
な
い
事
由
が
な
け
れ
ば
解
雇

で
き
ず
、
ま
た
、
期
間
の
定
め
が

な
い
場
合
で
も
、
客
観
的
に
合
理

的
な
理
由
等
が
な
け
れ
ば
解
雇
で

き
ま
せ
ん
。

②
　
雇
止
め

　
　
一
定
の
場
合
（
解
雇
と
社
会
通

念
上
同
視
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
な
ど
）
に
は
、
労
働
者
か
ら

の
有
期
労
働
契
約
の
更
新
等
の
申

込
み
を
使
用
者
が
拒
否
す
る
こ
と

（
雇
止
め
）が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
契
約
が
３
回
以
上
更
新

さ
れ
て
い
る
か
、
労
働
者
が
雇
入

れ
日
か
ら
１
年
を
超
え
て
継
続
勤

務
し
て
い
る
場
合
、
雇
止
め
に
は

契
約
満
了
日
の
30
日
前
ま
で
の
予

告
が
必
要
で
す
。
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　ゴルフは、屋外で密にならず感染リスク
も低いスポーツとしてコロナ禍でも好調で、
特に若年層のゴルファーが増加しビギナー
ズキットの売れ行きがよいことでも人気ぶ
りを裏付けています。しかし、ここへきて
気になるのがゴルフ場の破綻です。例えば
香川県内唯一の36ホールのゴルフ場をも
つ高松グランドカントリークラブが年間約
5万6,000人の来場者があり黒字経営だっ
たにもかかわらず民事再生手続きによる再
建を目指すことになったのです。
　これはまさに「2025年問題」なのです。
2025年問題とは、1947年から1949年
までの間に出生した、いわゆる「団塊の世代」
のすべての人が75歳を迎えることにより、
75歳以上の人口が急増することで起こる
と予測される一連の問題のことをいいます。
昨年、65歳以上の高齢者は29.１％に達
し超高齢者社会は避けられず、ゴルファー

のリタイアも比例して増えてきます。退会
者が増えると問題なのは預託金です。
　預託金とは、ゴルフ場の会員権の一つの
方式を指し、希望するゴルフ場の会員にな
るため加入するゴルファーが預けるお金で
す。その預託金を原資にゴルフ場がゴルフ
場開発を行います。預託金は基本的に無利
子で据え置きの上、10年から20年程度据
置期間後、会員が退会の意思を表明した場
合に償還されるもので、会員はその要求を
することが可能です。
　高松グランドCCの場合、預託金の額は
会員1人あたり約250万円で約450億円
の負債を抱え償還の目処が立たず民事再生
を選択しました。
　この2025年問題は様々な業界で今後起
きることが予想されますが、ゴルフ業界に
限ったことではなく安易に資金を集めたり
借入するのではなく、将来のキャッシュフ
ローを見据えた計画をたて、経営努力を惜
しまないことが大切です。

ゴルフ業界の2025年問題

　働きアリの法則とは、北海道の生物学者
長谷川英祐教授の研究からわかったことで、
「働きアリのうち、よく働く2割のアリが、
8割の食料を集めてくる」というものです。
人間社会においても同様に「できる人」と「で
きない人」がいて2割の「できる人」によっ
て組織が支えられているといいます。でき
る人の習慣を真似ることで全員が生産性を
向上させることが可能ではないでしょうか。
　できる社員の特徴についての考察によれ
ば、①圧倒的に席にいない、②異なる部門、
異なる世代の人たちと会話を増やす、③情
報をネットの中だけに求めない、というこ
とです。彼らは自分たちに創造力があると
思っていないのだそうです。
　つまり、自ら取材や資料集めに飛び回り、
違う価値観の人と接することでアイデアを
出し合い、加工されたネット情報ではなく
直接「人」から得る情報を大切にしています。

働きアリの法則　
紫
外
線
が
気
に
な
る
５
月
、
日
焼

け
止
め
は
か
か
せ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

汗
な
ど
で
塗
り
直
し
が
必
要
で
結
局

日
焼
け
し
て
し
ま
う
。

　「
飲
む
日
焼
け
止
め
」
の
サ
プ
リ

メ
ン
ト
は
、
目
元
や
唇
も
体
の
内
側

か
ら
カ
バ
ー
で
き
画
期
的
で
す
。
か

け
る
の
で
は
な
く
食
べ
る
ラ
ー
油
し

か
り
、
横
た
わ
る
は
ず
の
岩
盤
浴
は

腹
巻
や
靴
下
な
ど
着
る
岩
盤
浴
が
人

気
で
す
。
天
然
繊
維
に
プ
ラ
ウ
シ
オ

ン
と
い
う
天
然
鉱
石
の
混
合
体
を
加

工
し
た
素
材
は
睡
眠
中
も
血
流
が
持

続
的
に
良
く
、
深
部
体
温
が
下
が
っ

た
ま
ま
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
「
睡
眠

障
害
に
寄
与
す
る
」
と
い
う
「
一
般

医
療
機
器
」
と
し
て
申
請
し
認
可
を

得
ま
し
た
。「
着
る
医
療
機
器
」
と

し
て
の
パ
ジ
ャ
マ
の
誕
生
で
す
。
固

定
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
顧
客
の
悩
み

な
ど
か
ら
常
識
破
り
の
ア
イ
デ
ア
が

ヒ
ッ
ト
を
生
む
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

飲
む
!?
日
焼
け
止
め
、
着
る
？
医
療
機
器

発行


